
阿賀野市告示第４９号 

 阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のよ

うに定める。 

  令和６年３月１９日 

                        阿賀野市長 田 中 清 善   

 

   阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付要綱（平成２２年阿賀野市告示第５

７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号を次のように改める。 

(４) 耐震設計 耐震診断の結果、総合評点が１．０未満の木造住宅を１．０以上にす

るための補強設計をいう。 

第２条第６号を次のように改める。 

(６) 耐震改修等 耐震設計に基づいて行う一般耐震補強工事及び耐震シェルター設

置をいう。 

第２条中第８号を削り、同条第９号を第８号とし、第１０号を第９号とし、第１１号を

削る。 

第３条及び第４条を次のように改める。 

 （耐震改修等の補助対象木造住宅） 

第３条 耐震改修等の補助対象となる木造住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものと

する。 

 (１) 耐震診断士派遣要綱第１０条第２項の規定による耐震診断結果を通知した住宅

であって、耐震診断の結果、総合評点が１．０未満と診断された住宅 

 (２) 一般耐震補強工事においては、耐震設計（耐震設計士が関与したものに限る。）

に基づく工事を行う住宅 

（耐震改修等の補助対象工事及び経費） 

第４条 一般耐震補強工事は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

(１) 阿賀野市内に事業所等を有し、継続して事業を実施している者が施工する工事 

 (２) 耐震診断士又は耐震診断士以外の１級建築士若しくは２級建築士が工事監理を

行う工事 

２ 耐震シェルター設置は、その他市長が認める者が施工するものとする。 

３ 耐震改修等に対する補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。 

 (１) 耐震改修等工事費 

(２) 耐震改修等工事を行うために必要となる既存仕上げ等の撤去、再仕上げ等に要
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した工事費 

(３) 工事監理費 

 第５条から第１６条までを削る。 

 第１７条（見出しを含む。）中「改修」の次に「等」を加え、同条を第５条とする。 

 第１８条の見出し中「改修」の次に「等」を加え、同条各号列記以外の部分中「改修」

の次に「等」を加え、「補助金」を「等支援事業補助金」に、「第１２号」を「第１号」

に改め、同条第１号を次のように改める。 

(１) 耐震改修等計画書（平面図など改修内容を確認できるもの） 

第１８条第２号中「耐震改修」の次に「等」を加え、同条に次の１号を加える。 

(３) その他市長が必要と認める書類 

 第１８条を第６条とする。 

 第１９条の見出し中「改修」の次に「等」を加え、同条中「補助金交付」を「等支援事

業補助金交付」に、「第１３号」を「第２号」に、「補助金不交付」を「等支援事業補助

金不交付」に、「第１４号」を「第３号」に改め、同条を第７条とする。 

 第２０条（見出しを含む。）中「改修」の次に「等」を加え、同条を第８条とする。 

 第２１条の見出し中「改修」の次に「等」を加え、同条第１項中「改修補助決定」を「改

修等補助決定」に改め、「若しくは廃止」を削り、「改修補助金」を「改修等支援事業補

助金」に、「中止等申請」を「中止申請」に、「第１５号」を「第４号」に改め、同条第

２項中「耐震改修」を「一般耐震補強工事を行う耐震改修等」に改め、同条第４項中「改

修」の次に「等」を加え、同条を第９条とする。 

 第２２条の見出し中「改修」の次に「等」を加え、同条中「改修」の次に「等支援事業」

を加え、「第１６号」を「第５号」に改め、同条を第１０条とする。 

 第２３条第１項中「耐震改修補助」を「一般耐震補強工事を行う耐震改修等補助」に、

「耐震改修工事における」を削り、「工事」を「等支援事業補助金」に、「第１７号」を

「第６号」に改め、同条第２項中「耐震改修」を削り、同条第３項中「改修補助」を「改

修等補助」に、「工事」を「等支援事業補助金」に、「第１８号」を「第７号」に改め、

同条第４項中「当該耐震改修」を「当該」に、「改修補助」を「改修等補助」に、「耐震

改修工事」を「工事」に改め、同条第５項及び第６項中「改修」の次に「等」を加え、同

条を第１１条とする。 

 第２４条の見出し中「事業」を「等工事」に改め、同条各号列記以外の部分中「改修補

助」を「改修等補助」に、「耐震事業」を「工事」に、「改修事業」を「改修等支援事業

補助金」に、「第１９号」を「第８号」に改め、同条第２号中「改修」の次に「等」を加

え、同条第３号を次のように改める。 

 (３) 工事代金請求明細書及び工事代金の支払いが確認できる書類 



 第２４条に次の１号を加える。 

 (４) 耐震改修等後の耐震診断書の写し（一般耐震補強工事の場合） 

 第２４条を第１２条とする。 

 第２５条の見出し中「改修」の次に「等」を加え、同条中「改修補助金」を「改修等支

援事業補助金」に、「第２０号」を「第９号」に、「改修補助」を「改修等補助」に改め、

同条を第１３条とする。 

別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

一般耐震補強工事 一般耐震補強工事に要する費用に２分の

１を乗じて得た額（１，０００，０００

円を上限とする。） 

耐震シェルター設置 耐震シェルター設置に係る費用に３分の

１を乗じて得た額（１００，０００円を

上限とする。） 

高齢者等世帯に該当する者が行う耐震シ

ェルター設置 

耐震シェルター設置に係る費用に３分の

１を乗じて得た額（２００，０００円を

上限とする。） 

 備考 算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

第１号様式から第９号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第１０号様式から第２０号様式までを削る。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


